
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書類の作成・法定講習の受講 【様式第七号の二の二】宅地建物取引士証交付申請書 等 

受講許可証を法定講習実施団体に提出してください。 

・宮崎県に登録している宅地建物取引士の方の場合、他の都道府県で実施する法定講習を受講することができます。その場合、

「受講許可証」が必要になりますので、以下の手続きを行ってください。 

・登録内容についても確認しますので、氏名、住所、本籍及び従事先が現状と異なる場合は、【様式第七号】宅地建物取引士資

格登録簿変更登録申請書も併せて提出してください。 

 ※ この場合、変更登録した後に受講許可証を発行しますので、日数を要します。法定講習申込み期限など確認し、書類は余

裕を持って提出してください。 

 

持参する場合は建築住宅課へ直接お願いします（県庁１号館６階）。 

郵送でも受け付けますが、審査後受講許可証を送付するので、定型サイズの返信用封筒（切手貼付；通常84円(定形郵便物)）

を同封してください。 

交付申請 

受講許可証送付・交付 

他県受講許可願 

宅地建物取引士 
 法定講習他県受講許可願～宅地建物取引士証交付申請手続 

（フローチャート） 

許可願を持参の場合は許可証を手交しますが、当日の状況により対応できない場合がありますので、事前に御連絡ください。 

許可願を郵送の場合は許可証を返信用封筒記載の住所に送付します。 

他県受講許可願 

法定講習実施団体に、宮崎県知事資格登録者が受講できるか確認→可の場合、受講申込 

書類の作成 

（法定講習受講受講後６月以内） 

 記入例 参照 

申請者 

 記入例 参照 

宮崎県 ○郵送先 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2-10-1 宮崎県建築住宅課宅地審査担当 

 

①県内在住者は、原則として土木事務所又は西臼杵支庁に提出してください。 

②県外在住者は、郵送でも受け付けます。その場合、宅地建物取引士証は簡易書留で送付しますので、定型サイズの返信用封筒

（簡易書留分の切手貼付；通常434円(定形郵便物)）を同封してください。 

審査 

法定受講後、法定講習実施団体から「法定講習を受講した旨の証明」を受領してください。 

審査・作成 

宅地建物取引士証交付 

宅地建物取引士として従事 

①電話連絡がありますので、提出した土木事務所又は西臼杵支庁で受け取ってください。 

②返信用封筒記載の住所に送付します。 

 


